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第１章 計画策定の背景及び趣旨 

１ 計画策定の背景 

 わが国では、急速な少子高齢化の進行による労働力人口の減少や社会保障負担の増加

などの影響が深刻になりつつあります。国の合計特殊出生率は、過去最低である平成17

年の1.26から平成29年の1.43へと上昇しているものの依然として低い水準にあります。

その要因として、未婚・晩婚、共働き世帯の増加及び核家族化などによる子育てに対す

る負担感や不安感などが指摘されています。 

国では少子化対策として、平成 6年の「エンゼルプラン」、平成 11年の「新エンゼルプ

ラン」など重点的に推進すべき具体的実施計画を定めましたが、出生率低下の歯止めには

なりませんでした。平成 15 年には「次世代育成支援対策推進法」に基づき、総合的な取

り組みを進めてきましたが、子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を受け、平成

24 年に子ども・子育て関連 3 法が制定されました。新制度では、子どもの幼児期の教

育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援等を総合的に推進す

ることを目指しています。また、平成 28 年にニッポン一億総活躍プランが閣議決定さ

れ、希望出生率 1.8 の実現に向け、若者の雇用安定・待遇改善、妊娠・出産・育児に関

する不安の解消、多様な保育サービスの充実などの対策に取り組むこととされています。

さらに、令和元年には子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が公布され、同年

10 月から幼児教育・保育の無償化により経済的な負担軽減を図るなど子育て世帯を社

会全体で支える取り組みが進められています。 

 真狩村では、平成 17 年度より次世代育成支援対策推進法に基づく「真狩村次世代育

成支援地域行動計画（前期：17～21 年度、後期：22～26 年度）」を策定しました。平成

27 年には「真狩村子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子育てに関する施策を総

合的に推進してきました。国の動向、社会環境の変化、真狩村の子どもや子育ての現状、

第 1期計画の進捗状況等を勘案し、子ども・子育て支援に向けた取り組みをさらに推進

するため、「第 2期真狩村子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

 本計画は、子ども・子育て支援法第６１条に基づき、幼児期の教育・保育及び子ども・

子育て支援事業を計画的に行うため、国の定める基本指針を踏まえて策定します。 

 また、本村のまちづくりの総合的な指針である「真狩村総合計画」や「真狩村地域福祉

計画」、「真狩村障害者計画」、「真狩村まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略」な

どの計画との調和と整合性を図りながら、すべての子ども子育て世帯を対象として教育・

保育、子育て支援の施策を実施するため策定します。 

 

３ 計画の期間 

 本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

 また、子ども・子育て支援事業の進捗状況等に乖離がある場合は、必要に応じて計画の

見直しを検討します。 

 

【参考】 

子ども・子育て支援法  

（基本理念） 

第２条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を

有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野

における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなけれ

ばならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子ど

もが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければな

らない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合

的かつ効率的に提供されるように配慮して行わなければならない。 
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第２章 真狩村の現状 

１ 少子化の現状と背景 

 (1)出生に関すること 

 わが国は第２次ベビーブーム（昭和４６年～４９年頃）以降、少子化が進行しています。 

要因としては、従来から晩婚化・未婚化及び晩産化が指摘されています。 

 

真狩村での出生数は、昭和４７年の６１人を最高に低下し、平成２８年から平成３０年

までの３年平均では１５人となっており、ピーク時に比べ７０％以上減少しています。 

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

4,000人

0人

5人

10人

15人

20人

25人

30人

35人

40人

H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29

真狩村の人口と出生数

出生 人口(10月1日)

 

 

 

(2)婚姻に関すること 

若年層の多くは結婚を望んでおり、２人以上の子どもを希望しているといわれています

が、未婚・晩婚が増えている理由として「独身の自由さ気楽さを失いたくない」、「経済的

に余裕がない」、「結婚の必要性を感じない」などが上位となっており、結婚や夫婦の価値

観には家族の連帯感より個人主義・自由意識が表れているといわれています。 

 真狩村の婚姻数は、平成以降では平成１２年の１８件を最高として全体的に減少してい

ます。婚姻率（人口千人当）は昭和５１年には９．４％（婚姻数３０件）ありましたが、

平成２６年から平成２８年までの３年平均では、婚姻率（人口千人当）は４．１％（婚姻

数９件）に低下しています。 

資料：人口動態総覧（「北海道保健統計年報」） 

平成 29 年・30 年の人口は住民基本台帳(1 月 1 日) 
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また、全国・北海道の生涯未婚率※は上昇を続けており、これにより平均初婚年齢も年々

上昇を続け、未婚・晩婚化が深刻な社会問題となっていることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※生涯未婚率は、50 歳の時点で一度も結婚をしたことのない人の割合 

 

 

平均初婚年齢の推移（北海道：男性・女性） 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 

生涯未婚率の推移（全国・北海道） 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

資料：人口動態総覧（「北海道保健統計年報」） 
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２ 子育てについての状況 

(1)アンケート調査について 

教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況や今後の利用希望の調査を

行い、本計画策定の基礎資料とすることを目的に「第２期子ども・子育て支援事業計画策

定のためのアンケート」を実施しました。 

 

調査地域 全村 

調査対象 村内在住の小学生以下の児童がいる保護者（１２４人） 

調査方法 
配達等により対象保護者に送付 

アンケート回収箱（役場など５か所）に投函 

調査期間 令和元年５月２９日～令和元年６月２８日 

回 答 ６７人 

回収率 ５４．０％ 

 

(2)世帯に関すること 

 真狩村の子どもを持つ世帯では２人が一番多く、複数の子どもをもつ世帯は全体の７割

近くとなっています。父母とともに生活している子どもが多く、また、祖父又は祖母が同

居もしくは近居している子どもが４０％近くとなっています。 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

未回答

5人以上

4人

3人

2人

1人

子どもの人数
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

祖母近居

祖父近居

祖母同居

祖父同居

母同居（ひとり親家庭）

父同居（ひとり親家庭）

父母同居

子どもと同居・近居（複数回答）

  

資料：真狩村子ども・子育て支援アンケート（以下同様） 

（続柄は子どもから見た場合） 

 

 

(3)子どもの預け先に関すること 

 同居もしくは近居が多い祖父母や親族に子どもの預けることができる世帯は緊急時でも

半数以下であり、日常的に預ける場合では約１５％と低くなっています。 

 また、友人・知人となると緊急時では２０％、日常的では１０％以下となる一方、４人

に１人が預かってもらえる人がいないとなっています。 

 子どもを預けることが出来た場合でも、祖父母等では３人に１人、友人・知人では３人

に２人が相手に対して負担をかけていることを心配しています。 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

いずれもない

緊急時に友人・知人

日常的に友人・知人

緊急時に祖父母等

日常的に祖父母等

子どもを預かってくれる人（複数回答）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

教育や発達は良い環境だが少し不安

負担をかけていることが心苦しい

時間的制約や負担が心配

身体的負担が心配

特に問題ない

祖父母等に預ける状況（複数回答）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

教育や発達は良い環境だが少し不安

負担をかけていることが心苦しい

時間的制約や負担が心配

身体的負担が心配

特に問題ない

友人・知人に預ける状況（複数回答）

 

(4)育児相談に関すること 

①子どもの世話をする人 

 家庭内で主に子どもの世話をする人は、大多数が母親となっています。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

祖父母

母親

父親

主に世話をする人
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②子育ての相談相手 

 子育ての相談については、約９０％の人が気軽にできる人（場所）がいると答えていま

す。その相談先は、友人や知人が一番多く、次に祖父母等の親族など身近な方に相談して

いることが多いといえます。一方、相談する親近者が少ない保護者が子どもの発育・成長

に関することを相談する場合は、保育士や子育て支援センターの職員を相手にすることが

あり、内容に応じて関係機関に相談しているように思われます。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答

いない

いる

気軽に子育て相談できる人（場所）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

かかりつけの医師

民生委員児童委員

保育所保育士

子育て支援センター

近所の人

友人や知人

祖父母等の親族

気軽に相談できる人（場所）複数回答
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３ 就労についての状況 

①就労の形態 

 父親の就労形態は圧倒的にフルタイムが多く、母親はフルタイムと育児等の休業中を合

わせると半数近くの方がフルタイムで働いています。このほかパート・アルバイトでも４

割近くを占めており、前述のとおり子どもの世話をする母親が圧倒的に多い中、約８５％

の方が就労していることになります。 

また、フルタイムで働く父母の労働時間の多くは週４０時間以上であり、土曜日、日曜

日の出勤なども含め、勤務時間も不規則な形態になっていることも予想されます。

 
 

無回答
10.9%

80時間
以上

11.7%

70～80時
間未満

11.7%

60～70時
間未満

7.1%

50～60時
間未満

11.7%

40～50時
間未満

37.6%

40時間
未満

9.4%

フルタイム：父親

（一週あたりの就労時間）

無回答

15.0%

70～80時間

未満

10.0%

60～70時間

未満

5.0%50～60時間

未満

15.0%

40～50時間

未満

30.0%

40時間未満

25.0%

フルタイム：母親

(一週あたりの労働時間）
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②就労の時間 

【フルタイム】 

９割以上がフルタイムで働く父親の出勤時間は、農業就労が多いこともあり７時前から

始まり９時までの間にほぼ就労を開始します。帰宅時間は１８時以降が多くなり、日中は

ほぼ就労しているといえます。母親は８時以降の就労が多く、帰宅時間は１８時台までが

全体の６０％以上を占め、一般的な８時間就労が多いと思われます。しかし、母親でも業

種などにより７時前に出勤となる場合や１９時以降に帰宅する場合もあり、多様化する就

労時間についての子育て支援も必要であると思われます。 

 

【パート・アルバイト】 

 パート・アルバイトには多様な勤務形態があると思われますが、出勤時間は８時台から

９時台に集中しています。また、帰宅時間では１７時以前の短時間と思われる就労は約４

０％ですが、１７時台から１８時台の長時間と思われる就労も半数を占めています。本村

の場合は、常態的な短時間パートより期間雇用、季節雇用などの就労形態が考えられます。 

無回答

17.2%

9時以降

6.9%

8時台

36.2%

７時台

20.7%

7時以前

19.0%

フルタイム出勤時間：父親

無回答

12.1%

22時以降

5.2%21時台

8.6%
20時台

3.4%

19時台

37.9%

18時台

22.4%

18時以前

10.3%

フルタイム帰宅時間：父親

無回答

3.6%

9時以降

28.6%

8時台

50.0%

７時台

17.9%

7時以前

0.0%

フルタイム出勤時間：母親

無回答

3.6%

20時台

0.0%
19時台

10.7%

18時台

39.3%

18時以前

25.0%

フルタイム帰宅時間：母親
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③就労の希望 

 現在就労していない母親では全員が就労を希望し、就労の形態についてはフルタイムと

パートタイムがそれぞれ半数になっています。また、就労を希望する時期（子どもの年齢）

は３歳未満と１３歳（中学生）になっています。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

希望なし

希望あり(1年より先)

希望あり(1年以内)

パート・アルバイト常勤希望：母親

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

パート・アルバイト

フルタイム

希望就労の形態：母親

 

 

無回答

12.5%

9時以降

16.7%

8時台

66.6%

７時台

4.2%

パート・アルバイト出勤時間：母親

無回答

12.5%

18時台

4.2%
17時台

45.8%

17時以前

37.5%

パート・アルバイト帰宅時間：母親
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４ 就学前の子どもがいる世帯についての状況 

①出産前後の就労 

 出産前後１年以内に就労していた人は約４０％となっていますが、同じくらいの割合の

人は離職しています。その理由として、いずれにしてもやめていた人は約２５％いますが、

保育サービスや職場の環境が整って入れば４０％以上の人は就労を希望しています。 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

無回答

出産１年前に離職

継続的に働いていた

離職した

出産前後の就労状態

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

無回答

その他

いずれにしても

やめていた

家族の理解が

得られなかった

保育サービスと職場の両方

に支援環境がなかった

職場に働きやすい制度

や環境がなかった

保育サービスが利用

できなかった

離職の理由

 

②保育サービスの利用 

 約８０％の人が保育サービスを利用し、ほとんどの人が村内の保育所を利用しています。

保育サービスの利用日数は週５日が８０％以上、１日あたり８時間が４０％以上の利用が

一番多くなっています。利用している理由は、大多数の人が就労しているとなっています。

利用していない理由は子どもがまだ小さいためが一番多くなっています。 

 また、今は利用していないができれば利用したい、あるいは足りていないと思う保育サ

ービスは、病児・病後児保育が一番多く、次に一時預かりとなるなど多様なニーズがある

ことがうかがえます。 
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 土曜日は半数以上の人が週１回以上の利用希望があり、毎週希望する人は２５％になっ

ています。日曜日・祝日は、約７０％の人は希望がないものの約２０％の人は週１回以上

の利用を希望しています。また、利用したい時間帯は土曜日、日曜日・祝日ともに８時か

ら１７時までが大多数となっています。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用していない

利用している

保育サービス

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

不明

4日

5日

6日

１週あたりの利用日数

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

不明・無回答

4時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

１日あたりの利用時間



 

14 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

子どもがまだ小さいため

預けたいがサービスの質など

納得できるサービスがない

祖父母等がみている

保育の必要がない

利用していない理由

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

特にない

病児・病後児保育

一時預かり

ファミリーサポートセンター

ベビーシッター

延長保育

幼稚園の預かり保育

幼稚園

その他の保育施設

認定こども園

認証・認定保育施設

事業所内保育施設

家庭的保育

認可保育所

利用したい・足りていない保育サービス（複数回答）
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

無回答

利用希望はない

月１～２回利用したい

ほぼ毎週利用したい

土曜日

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

無回答

利用希望はない

月１～２回利用したい

ほぼ毎週利用したい

日曜日・祝日
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③子育て支援センターの利用 

 現在２５％の人が子育て支援センターを利用し、利用回数は週１回、または月１～２回

の利用が多くなっています。また、今後の利用については２０％以上の人が利用する、ま

たは利用日数を増やしたいと回答し、週１～２回、または月１～２回の利用を希望してい

ます。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

無回答

利用していない

利用している

子育て支援センターの利用状況

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

今後利用したい

利用日数を増やしたい

利用しない

今後の子育て支援センターの利用希望
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④小学校入学後の放課後の過ごし方 

 令和２年４月に小学校に入学する子どもの放課後の過ごし方は、放課後児童クラブを利

用すると自宅で過ごすが多くなっています。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

放課後児童クラブ

習い事・少年団活動

祖父母等宅

自宅

小学校入学後の放課後の過ごし方（５歳児）（複数回答）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

５ 小学生の子どもがいる世帯についての状況 

①放課後児童クラブの利用 

 小学校４年生以下ではおよそ半数の人が放課後児童クラブを利用しています。また、土

曜日はおよそ半数の人、日曜日・祝日は２０％の人が月１回以上の利用を希望しています。 

現在利用していない人では、習い事・少年団活動をしているためが半数以上となってい

て、今後も利用しない人が大多数となっています。 

放課後子ども教室については、半数近くの人が利用の意向があります。 

小学校５年生以上の放課後の過ごし方は習い事・少年団活動が約７０％で一番多く、自

宅が半数となっています。また、約１０％の人が５年生以上で放課後児童クラブを利用し

たいと回答しています。 

 

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

利用していない

利用している

放課後児童クラブの利用（小学校４年生以下）

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

利用希望なし

利用希望あり

土曜日

 

 



 

19 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

無回答

利用希望なし

利用希望あり

日曜日・祝日

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

意向なし

意向あり

放課後子ども教室の利用

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

習い事・少年団活動

祖父母等宅

自宅

放課後の過ごし方（小学校５年生以上）（複数回答）

 



 

20 

 ６ 子育て全般についての状況 

①病児・病後児保育 

 子どもの病気などにより通常利用している保育サービスが利用できなかったことがあっ

たと回答した人は約６０％でした。このうち約８０％の人は父母が仕事を休むか親族等に

預けています。また、保育サービスが利用できなかったことがあったと回答した人のうち

半数の人が施設等に預けたいと回答し、年間１人あたり平均７日利用したいと回答があり

ました。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

無回答

なかった

あった

病気などで保育サービスを利用できない

 

②一時預かり 

 私用等により家族以外の人に一時的に預けたことがある人は約２０％であり、年間１人

あたり平均６日預けていました。また、今後利用したいと回答した人の平均利用希望日数

は２日でした。 

 宿泊を伴う一時預かりでは家族以外の人に一時的に預けたことがある人は約１５％であ

り、年間１人あたり平均５日預けていました。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

無回答

ない

ある

私用等による子どもの一時預かり
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

無回答

ない

ある

宿泊を伴う子どもの一時預かり

 

③ベビーシッター 

 ベビーシッターを利用していると回答した人は１人でした。 

 

④ファミリーサポートセンター 

 ファミリーサポートセンターがあれば利用すると回答した人は約３０％であり、利用目

的は子どもの病気等の緊急時と祖父母等に預かってもらえないときが半数を超えています。

利用頻度は月１～２回が多く、１回あたりの利用時間は２～１０時間となっています。 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

無回答

利用しない

利用する

ファミリーサポートセンター
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⑤子育て支援サービスの利用状況 

 今まで利用したことがある子育て支援サービスは乳児健診、保健師・管理栄養士による

育児・食育相談、妊婦学級・両親学級、村広報・情報誌の順に多くなっています。また、

今後については子どもの年齢に応じたサービスを利用したいという回答が多くなっていま

す。 

 子育てに役立つ情報は、子育て中の仲間、インターネット、保育所など多くの方法によ

り情報を得ています。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

村広報・情報誌

家庭児童相談室

乳児健診

ファミリーサポート

センター

産後ケア事業

保育所園庭開放

家庭教育に関する

学級・講座

保健師・管理栄養士に

よる育児・食育相談

妊婦学級・両親学級

子育て支援サービスの利用状況

利用したことがある 知っているが利用したことはない 知らなかった 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村広報・情報誌

家庭児童相談室

乳児健診

ファミリーサポート

センター

産後ケア事業

保育所園庭開放

家庭教育に関する

学級・講座

保健師・管理栄養士に

よる育児・食育相談

妊婦学級・両親学級

子育て支援サービスの今後の利用意向

利用したい 利用しない 無回答
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⑥子育てに関する悩み 

 子育てに関する悩みや不安は子どものしつけ、経済的な負担など多様になっており、相

談相手は配偶者、子育て中の仲間、知人・友人、祖父母が多くなっています。一方、相談

相手がいない人がいるため、相談内容に応じた村外の関係機関を含めた相談相手先の周知

が必要であると考えられます。 

 また、相談場所としての希望は、気軽に相談できる場所、同年齢の子どもを持つ者同士

の相互相談等の機会の順に多くなっています。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

無回答

その他

相談することがない

相談相手がいない

インターネット

児童相談所

児童委員

医師

役場（保健師等）

子育て支援センター

保育所・幼稚園

職場の仲間

知人・友人等

子育て中の仲間

親戚

祖父母

配偶者

相談相手（複数回答）
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0% 10% 20% 30% 40%

無回答

その他

相談相手、相談場所の必要はな

い

家庭訪問

体験に基づいた相談の機会

同年齢の子どもを持つ者同士の

相互相談・情報交換の機会

気軽に相談できる場所

電話・インターネットなど匿名で

の相談

何でも相談できる総合的な窓口

専門的な相談機会

相談相手、相談場所としての希望（複数回答）

 

⑦地域の子育て環境や少子化対策 

 子どものために近くにあった方がよいものは、自由に遊べる屋内施設、ブランコなどが

ある公園の順に必要であると考えられています。 

 少子化対策については、仕事と子育てが両立しやすい職場環境づくり、保育サービスの

充実、養育費の支援の順に重要であると考えられています。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

無回答

特にない

その他

プールなどのスポーツ施設

自由に遊べる屋内施設

読み聞かせなどができる文化施設

遊び方を教えてくれる人がいる施設

木登りなどができる場所

ブランコなどがある公園

かくれんぼなどができる空き地

子どものために近くにあったよいもの（２つまで回答）

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

無回答

わからない

その他

不妊・不育治療費の助成

安全な遊び場の整備

安心して外出できる社会環境づくり

安全で快適な住宅・土地の提供

養育費の軽減

出産祝い金

児童委員などによるネットワークづくり

自主的な子育てサークルの育成

乳幼児医療体制の充実

母子保健対策の充実

保育サービスの充実

ファミリーサポートセンター設置・子育て支援活動…

身近な相談機能の充実

仕事と子育てが両立しやすい職場環境づくり

結婚祝金制度の充実

社会全体での支援の必要性の啓発

学校教育の充実

若い世代に対する意識啓発

子育てなどをともに行う必要性の意識啓発など

少子化対策（５つまで回答）
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７ 第１期計画の実施状況 

 

①特定教育・保育施設等の提供体制（利用定員）の目標及び実績 

【平成２７年度】 

 目標(人) 実績(人) 

特定教育・ 

保育施設等 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

３歳以上 １・２歳 ０歳 ３歳以上 １・２歳 ０歳 

認定こども園 ― ― ― ― ― ― ― ― 

認可保育所 ― 70 20 ― ― 70 20 ― 

認可外保育所 ― 24 6 ― ― 24 6 ― 

※認可保育所：まっかり保育所・認可外保育所：御保内へき地保育所 

 

【平成２８年度～令和元年度】 

. 目標(人) 実績(人) 

特定教育・ 

保育施設等 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

３歳以上 １・２歳 ０歳 ３歳以上 １・２歳 ０歳 

認定こども園 10 60 20 ― 10 60 20 ― 

認可保育所 ― ― ― ― ― ― ― ― 

認可外保育所 ― 24 6 ― ― 24 6 ― 

※認定こども園：認定こども園まっかり保育所・認可外保育所：御保内へき地保育所 
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②特定教育・保育施設等の利用見込み及び実績(各年度 4 月 1 日) 

【平成２７年度】 

 見込み(人) 実績(人) 

特定教育・ 

保育施設等 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

３歳以上 １・２歳 ０歳 ３歳以上 １・２歳 ０歳 

認定こども園 

― 41 21 1 

― ― ― ― 

認可保育所 ― 42 21 ― 

認可外保育所 ― 6 2 ― 

※認可保育所：まっかり保育所・認可外保育所：御保内へき地保育所 

 

【平成２８年度】 

 見込み(人) 実績(人) 

特定教育・ 

保育施設等 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

３歳以上 １・２歳 ０歳 ３歳以上 １・２歳 ０歳 

認定こども園 

― 41 20 1 

― 33 18 ― 

認可保育所 ― ― ― ― 

認可外保育所 ― 6 2 ― 

※認定こども園：認定こども園まっかり保育所・認可外保育所：御保内へき地保育所 

 

【平成２９年度】 

 見込み(人) 実績(人) 

特定教育・ 

保育施設等 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

３歳以上 １・２歳 ０歳 ３歳以上 １・２歳 ０歳 

認定こども園 

― 35 17 1 

― 39 19 ― 

認可保育所 ― ― ― ― 

認可外保育所 ― 8 3 ― 

※認定こども園：認定こども園まっかり保育所・認可外保育所：御保内へき地保育所 
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【平成３０年度】 

 見込み(人) 実績(人) 

特定教育・ 

保育施設等 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

３歳以上 １・２歳 ０歳 ３歳以上 １・２歳 ０歳 

認定こども園 

― 35 17 1 

― 35 18 ― 

認可保育所 ― ― ― ― 

認可外保育所 ― 7 1 ― 

※認定こども園：認定こども園まっかり保育所・認可外保育所：御保内へき地保育所 

※上記の実績のほか、他市町村に広域入所（３号認定：2人） 

 

【令和元年度】 

 見込み(人) 実績(人) 

特定教育・ 

保育施設等 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

１号 

認定 

２号 

認定 
３号認定 

３歳以上 １・２歳 ０歳 ３歳以上 １・２歳 ０歳 

認定こども園 

― 35 16 1 

1 44 20 ― 

認可保育所 ― ― ― ― 

認可外保育所 ― 5 3 ― 

※認定こども園：認定こども園まっかり保育所・認可外保育所：御保内へき地保育所 

 

 

③利用者支援事業体制の目標及び実績 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

目標 

(実施個所) 
― 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

実績 

(実施箇所) 
― 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

 実施箇所：住民課 

 

 



 

31 

④一時預かり事業の実施箇所、提供人数及び利用者数の見込み及び実績 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

実施

箇所 

目標 1 箇所 2 箇所 22 箇所 2 箇所 2 箇所 

実績 1 箇所 2 箇所 22 箇所 2 箇所 2 箇所 

提供

人数 

目標 240 人 1,200 人 1,200 人 1,200 人 1,200 人 

実績 240 人 1,200 人 1,200 人 1,200 人 1,200 人 

利用

者数 

見込 229 人 226 人 190 人 190 人 183 人 

実績 52 人 56 人 31 人 263 人  

※実施箇所（平成 27 年度）：真狩村地域子育て支援センター 

※実施箇所（平成 28 年度以降）：真狩村地域子育て支援センター 

認定こども園まっかり保育所 

 

 

⑤放課後児童健全育成事業の実施箇所、提供人数及び利用者数の見込み及び実績 

(毎年度 4 月 1 日) 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

実施

箇所 

目標 1 箇所 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

実績 1 箇所 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

提供

人数 

目標 30 人/日 30 人/日 30 人/日 30 人/日 30 人/日 

実績 35 人/日 35 人/日 35 人/日 35 人/日 35 人/日 

利用

者数 

見込 28 人/日 28 人/日 24 人/日 24 人/日 23 人/日 

実績 33 人/日 37 人/日 240 人/日 31 人/日 31 人/日 

 実施箇所：真狩村放課後児童クラブ 
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⑥地域子育て支援拠点事業の実施箇所、利用者数の見込み及び実績 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

実施

箇所 

目標 1 箇所 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

実績 1 箇所 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

利用

者数 

見込 173 人回 168 人回 141 人回 141 人回 132 人回 

実績 1,694 人回 1,599 人回 1,525 人回 1,587 人回  

※実施箇所：真狩村地域子育て支援センター 

 

 

⑦妊婦に対する健康診査の利用者数の見込み及び実績 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用

者数 

見込 10 人・140 回 10 人・140 回 8 人・112 回 8 人・112 回 8 人・112 回 

実績 14 人・112 回 13 人・97 回 19 人・110 回 15 人・94 回  

 

 

⑧乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の利用者数の見込み及び実績 

【乳児家庭全戸訪問事業】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用

者数 

見込 10 人 10 人 8 人 8 人 8 人 

実績 13 人 15 人 11 人 17 人  

 

【養育支援訪問事業】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用

者数 

見込 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

実績 1 人 1 人 2 人 1 人  
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⑨子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）の利用者数の見込み及び

実績 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用

者数 

見込 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

実績 0 人日 0 人日 20 人日 0 人日  

 

 

⑩ファミリー・サポート・センター事業の利用者数の見込み及び実績 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用

者数 

見込 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

実績 0 人日 0 人日 20 人日 0 人日  

 

 

⑪時間外（延長）保育事業の利用者数の見込み及び実績 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用

者数 

見込 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 

実績 0 人 0 人 20 人 0 人  

 

 

⑫病児保育事業の利用者数の見込み及び実績 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用

者数 

見込 352 人 348 人 291 人 291 人 282 人 

実績 0 人 0 人 20 人 0 人  
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第３章 計画の基本理念及び施策の推進 

１ 計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての子どもたちが輝きをもちながら健やかに育ち、父母やその他の

保護者が生きがいと喜びを子育てに感じることができる環境を整備し、地

域全体で子育てを理解し・携わり・支えていくことが実現できるむらづく

りを目指します。 

未来の担い手となる子どもたちの笑顔は、すべての世代の笑顔へと咲き

広がっていきます。子ども一人ひとりのそれぞれの芽が伸び伸び、すくす

くと育ち、やがて大輪の笑顔を咲かすことができるように住民と行政とが

しっかりと手を取り合って、子育て家庭を地域全体で支援していきます。 

子ども 親・保護者 地域社会 

 

 

子どもたちの笑顔

が輝き、健やかに育

つ環境をつくる。 

 

 

父母・保護者が生き

がいと喜びを実感

できる子育て環境

をつくる。 

 

 

地域社会で子ども

や子育てを理解と

関心を示し、積極的

に携わり、温かく支

える環境をつくる。 
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２ 計画の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１-１】幼児期教育・保育の充実 

少子化・核家族化の進展や共働き世帯の増加、就労形態の多様化により、子

育て世帯の環境は大きく変化しています。 

      特に小学校就学前子どもとその保護者を支援する特定教育・保育施設（認定

こども園、幼稚園、保育所）と特定地域型保育事業（家庭的保育、小規模保育、

居宅訪問型保育、事業所内保育）の充実を図りながら、質の確保と多様化する

ニーズの受け皿の整備に努めます。 

 

【１-２】地域における子育ての支援 

      地域のすべての子育て世帯を対象として、保育を受けることが一時的に困難

となった乳幼児を保育所やその他の場所で一時的に預かる事業や身近なところ

で子育て相談が受けられる「地域子育て支援拠点」、昼間家庭に保護者がいない

小学校に就学している児童に対して放課後児童健全育成事業などを実施し、家

庭と地域の連携を図りながら様々な子育て支援の充実に努めます。 

 

【１-３】子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

      未来を担う子どもたちには、“心豊かで創造性を備えた人間性”が必要です。

そのために、子どもたちの潜在能力を引出し、未来を想い描きそれを現実する

力を培う教育環境の整備に努めます。 

また、地域における子育て支援の様々な取組と連携して、さらに親子が日常

的に利用する多様な場において学習機会を提供していくことに努めます。 

 

 

 

 

すべての子どもたちには、未来を創造する強い力が秘められています。そのかけが

えのない子どもたちが健やかに育つためには、質の高い教育・保育の提供と安心して

成長できる環境づくりが必要です。子どもたち一人ひとりの個性あふれる笑顔は、多

くの可能性を秘めており、次世代を担う大きな原動力でもあります。その笑顔の輝き

を守り続けることが、真狩村の未来を創ることになります。 

子どもたちの笑顔が輝き、 

健やかに育つ環境をつくる。 

基本方針１ 

子ども 
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【１-４】子どもの遊び場・居場所づくり 

 子どもたちの目線でとらえるとき、子どもの居場所とは人やもの、自然との

かかわりの中で自分らしくいられる場所、自分らしさを生み出せる場所のこと

です。こうした居場所づくりは、放課後等における子どもたちが地域の人々と

のふれあいや異年齢間交流による豊かな生活体験をする機会を提供するもので

す。子どもの生きる力、創造性豊かな心、共感する心を養い、子どもたちの健

全育成を図るために自由遊びの場・居場所づくりを推進します。 
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【２-１】妊娠・出産からの切れ目ない支援 

 子どもの健やかな成長は、妊娠・出産・育児などにおける父母・保護者の不

安を取り除き、きめ細かな支援をすることが大切です。 

そのためには、妊娠や出産に対する正しい知識の普及や支援体制の確保が必

要とされ、安心して出産できる環境の整備、妊産婦・乳幼児に対する適切な保

健医療サービスの提供などの関連分野との連携に努めます。 

 

【２-２】仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

働き方改革のもと長時間労働の是正などが大きな課題となっています。長時

間労働は、健康だけではなく仕事と生活の両立を困難にしています。 

「ワーク・ライフ・バランス」とは、働くすべての人が仕事と育児、介護、

趣味、学習、休養などの仕事以外との調和をとり、その両方を充実させる働き

方・生き方のことです。 

仕事と生活を両立できる働き方を実現するため、労働者、事業主、地域住民

の理解と協力のもと、男女がともに支えあいながら子育てができる環境づくり

の実現に努めます。 

 

【２-３】経済的な支援の推進 

      子育てには、教育、保育、医療など様々な費用がかかり、特に若くして子育

てをする世帯にはこの費用のことが不安の一つとなっています。このような状

況を踏まえ、子育て世帯の経済的負担の軽減をはじめとする各種支援を推進し

ます。 

 

 

 子どもたちを一番身近で見守り、日々の成長・発達を感じることができるのが父

母・保護者です。しかしながら、家庭・世帯構造の変化により出産・育児に関する助

言・助力が得難いなど、子育て世帯の不安や負担感、孤立感が広がっているといえま

す。 

 子育ての第一義的責任を有する保護者が本来の役割を十分果たせるような環境づ

くりを目指し、妊娠・出産・育児などに不安を感じることなく、子育てに生きがいと

喜びを実感できる支援体制を整えます。 

父母・保護者が生きがいと 

喜びを実感できる子育て環境をつくる。 
 

基本方針２ 

親･保護者 
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【３-１】子育てを支援する生活環境の整備 

安心して暮らせる生活環境を確保していくため、生活の基礎となる住宅の確

保や良好な生活環境の整備が必要となります。 

道路、公園、施設等はバリアフリーの考え方を基本とし、雨天でも子どもた

ちが安心して遊べる屋内型公園施設の整備を検討します。 

 

【３-２】子どもの安全確保 

交通事故の未然防止のためには交通環境の整備、交通安全に努める活動を強

化しなければなりません。安心、安全を確保するために非常災害発生時等の防

災体制の充実、強化を図ります。また、交通事故や犯罪の撲滅を目指し、環境

の整備と地域全体での防犯活動に努めます。 

 

【３-３】子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援 

 養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、虐待の予防、早期発見、早期対

応のため、保健師の活動や医療機関等との連携に努めます。また、専門性を要

する児童相談所の介入や技術的助言を行う児童家庭支援センターの積極的活用

を図ります。 

 母子家庭及び父子家庭については、生活支援、就業支援、経済的支援等によ

り総合的な自立支援に努めます。 

また、障害等により特別な支援が必要な子どもとその子育て世帯に対し、児

童発達支援センターなどによる地域支援、専門的支援の強化や保育所等訪問支

援の活用を通して支援の充実に努めます。 

 

 子どもたちの成長過程には、家庭内では培うことができない公共のルール・生活の

規律などの社会性を身につけるが必要があります。これらは学校生活のほか地域社会

での人との繋がりによって身につけていくものであり、大人になっても続けていかな

ければならないものです。地域の中で子育て世帯も子どもと学び、成長する機会を広

げ、周りの多くの大人たちが子育てに関心を持ち、個々の役割を理解し、地域全体で

子育て力・教育力を高める地域社会の実現を目指します。 

  

地域社会で子どもや子育てを理解と関心を示し、 

積極的に携わり、温かく支える環境をつくる。 

 

基本方針３ 

地域社会 
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３ 基本方針における施策の推進 

 

 

 

【１-１】幼児期教育・保育の充実 

   多様化する子育てのニーズに対応する既存サービスの充実と新たなサービスの拡充を

推進します。 

≪特定教育・保育給付≫ 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
保育所型 

認定こども園 

認可保育所が、保育に必要な子ど

も以外の子どもを受け入れるな

ど、幼稚園的な機能を備えること

により認定こども園としての機能

を果たす施設 

平成 28 年にまっかり

保育所を認定こども

園に移行し、保護者等

のニーズに対応した

運営に努めます。 

保育所 

継続 保育所 

保育を必要とする子どもの受け入

れ、子どもの状況や発達過程を踏

まえ、養護及び教育を一体的に行

う施設 

保護者等のニーズに

対応した御保内へき

地保育所の運営に努

めます。 

保育所 

継続 

 

土曜保育 
多様化する就労形態に対応するた

め、地域の実情に合わせた保育サ

ービス 

地域のニーズに合わ

せて土曜の保育サー

ビスに努めます。 
保育所 

継続 
一時預かり 

事業 

家庭内において保育を受けること

が一時的に困難となった乳幼児を

一時的に預かる事業 

真狩村地域子育て支

援センター及び認定

こども園まっかり保

育所で小学校就学前

の乳幼児を一時的に

預かる事業を実施し

ています。 

保育所 

継続 乳児保育 

０～２歳児までの乳児期と呼ばれ

る最も心と身体が成長発達をする

大切な期間であり乳児の健やかで

和やかな人格を形成するための重

要な保育 

 

※１歳到達から実施 

乳幼児期は極めて重

要な時期であるため、

保育所における質の

高い保育と教育の機

能の充実に努めます。 

０歳児保育について

はニーズを検証し、保

育士及び保育室等の

体制整備を検討しま

す。 

保育所 

 

基本方針１ 

  子どもたちの笑顔が輝き、健やかに育つ環境をつくる。 
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区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

― 認定こども園 
就学前の子どもに関する教育・保

育や地域おける子育て支援を総合

的に提供する機能を備えた施設 

設置主体の参入を支

援します。 
住民課 

― 幼稚園 

幼児期の特性を踏まえ、生涯にわ

たる人間形成の基礎を培うととも

に、小学校以降の教育の基礎をつ

くる教育の整備を行う施設 

設置主体の参入を支

援します。 
住民課 

 

 

≪特定地域型保育給付≫ 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

― 家庭的保育 ５人以下の家庭的な保育事業 

新たな市町村の認可事

業として地域のニーズ

に応じて計画的に参入

を支援します。 

住民課 

― 小規模保育 ６～19人以下の小規模保育事業 

― 居宅訪問型保育 
集団保育が困難な児童への訪問

型保育事業 

― 事業所内保育 事業所内の保育事業 
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【１-２】地域における子育ての支援 

未来を担う子どもたちと母子家庭等を含めたすべての子育て家庭の支援を行う観点から、

地域におけるさまざまな子育て支援サービスの充実を図ります。 

≪子育て支援≫ 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 

地域子育て支援

拠点事業 
（地域子育て支援 

センター） 

乳幼児及びその保護者が相互の交

流を行う場所を開設し、子育てに

ついての相談、情報の提供、助言

その他の支援を行う事業 

子育ての不安感の緩

和等を図り、子供の健

やかな育ちの支援に

努めます。 

保育所 

住民課 

継続 
(再掲) 

一時預かり事業 
家庭内において保育を受けること

が一時的に困難となった乳幼児を

一時的に預かる事業 

真狩村地域子育て支

援センター及び認定

こども園まっかり保

育所で小学校就学前

の乳幼児を一時的に

預かる事業を実施し

ています。 

保育所 

住民課 

継続 
放課後児童健全

育成事業 
(放課後児童クラブ) 

保護者が労働等により昼間家庭に

いない小学校に就学している児童

の自主性、社会性及び創造性の向

上、基本的な生活習慣の確立等を

図り、児童の健全な育成を図る事

業 

真狩村放課後児童ク

ラブにより家庭、地域

等の連携により、児童

の発達段階に応じた

主体的な遊びや生活

が可能となるように

努めます。 

住民課 

継続 
子育てサークル

への支援 

子育てをする母親たちのサークル

に公共施設の使用や絵本、遊具の

貸出などを支援、活動費助成など

を実施 

子育てネットワーク

づくりのため、サーク

ルの活動の支援に努

めます。 

住民課 

保育所 

社 協 

継続 利用者支援事業 

子ども又はその保護者の身近な場

所で、教育・保育施設や地域の子

育て支援事業等の情報提供及び必

要に応じて相談・助言等を行うと

ともに関係機関との連絡調整等を

実施する事業 

教育・保育施設や地域

子育て支援事業等を

円滑に利用できるよ

う住民課にて実施し

ています。 

住民課 

継続 

乳児家庭全戸訪

問事業（こんにち

は赤ちゃん） 

生後４か月までの乳児のいる家庭

を訪問し、心身の様子及び養育環

境の把握、育児に対する相談、助

言及び情報提供等を実施する事業 

子育てに関する情報

の提供等相談に応じ

助言その他の支援に

努めます。 

住民課 

継続 
養育支援訪問 

事業 

育児ストレス、産後うつ病、育児

ノイローゼ等の問題によって、子

育てに対して不安や孤立感等を抱

える家庭や、様々な原因で養育支

援が必要となっている家庭に対し

て保健師等による具体的な養育に

関する指導助言等を訪問により実

施する事業 

保健医療の連携体制

に基づく情報提供及

び関係機関からの連

絡、通告等により個々

の家庭の抱える養育

上の問題の解決、不安

軽減等に努めます。 

住民課 
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≪保健相談・健診・予防接種≫ 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 赤ちゃん相談 
成長・発達の確認、母親の健康状

態の確認と育児相談、栄養、離乳

食などの相談 

赤ちゃんの発育、栄養

状態、先天的な病気を

含めた健康状態を見

逃さないために実施

します。 

住民課 

継続 赤ちゃん健診 
成長・発達にかかる問診、医師診

察、栄養相談、生歯・口腔衛生相

談 

継続 産後ケア事業 

助産師が訪問し、産後の心身の観

察、授乳、育児等について不安が

ある母子への専門的な指導を行う

事業 

お母さんの健康管理

や赤ちゃんの発育な

ど身体的、心理的なケ

アを実施します。 

継続 予防接種 

Ｂ型肝炎・ＢＣＧ・四種混合・麻

しん風疹・ヒブ・小児肺炎球菌・

水痘・日本脳炎・二種混合のワク

チン接種 

子どものワクチン接

種により疾患から早

期に守られるように

実施します。 

継続 フッ素塗布 
１歳から小学生までを対象にフッ

化物塗布 

子どもは歯の質が弱

く虫歯になりやすい

ため、効果的な予防と

して実施します。 

 

≪食育の推進≫ 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
離乳食教室・幼児

食教室 

栄養士による離乳食・幼児食の進

め方についての講話と調理実演

及び試食 

子どもやその保護

者が食に関する正

しい知識と望まし

い食習慣を身に付

けることができる

よう実施します。 

住民課 

継続 
栄養教室・調理実

習 

保育所や放課後児童クラブにお

いて、栄養士が講話を行ったり、

子どもとの調理実習を実施 
住民課 

継続 食育図書の展示 食育に関する図書等の紹介・展示 住民課 

継続 学校給食週間 

地元の優れた食材に興味関心を

もち、生産者に感謝の気持ちをも

つことができるよう特別に調理

した給食メニューを１週間提供 

教育委員会 

民
間
事
業 

継続 小学生味覚教室 
小学６年生を対象にレストラン

に招待して食の知識や味わうこ

との楽しみに触れる体験型学習 

大人の振る舞いと

して、身につけてお

きたいマナー、食事

を楽しむためのコ

ミュニケーション

を円滑にするため

の基本の知識の学

習に努めます。 

㈱ﾏｯｶﾘｰﾅ 

継続 
中学生テーブル

マナー教室 

中学３年生を対象にフルコース

マナーを身に付け、食事を楽しむ

ための講習 
㈱ﾏｯｶﾘｰﾅ 
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≪外部機関による地域における子育ての支援≫ 

区分 事業名 事業の概要 機関名 

連携 
羊蹄山ろく発達

支援センター 

羊蹄山ろく７か町村に住む児童で小集団・個別

療育の中で社会性や心身・言葉などの発達を促

す支援 

NPO 法人しりべし地

域サポートセンター 

連携 
母子父子自立支

援員 

ひとり親家庭の総合的な相談窓口として、情報

提供や求職活動に関する支援など 

後志総合振興局保健

環境部社会福祉課子

ども子育て支援係 

連携 
児童家庭支援セ

ンター 

子どもや家庭等の相談について、児童福祉の専

門職員等が電話、訪問等による助言、指導等の

支援 

北海道保健福祉部子

ども未来推進局子ど

も子育て支援課（児童

養護施設 天使の園） 

連携 

母子家庭等就

業・自立支援セ

ンター 

就業相談、技能習得、就業情報提供に至る一貫

した就労支援や、地域生活や養育費に関する専

門的な相談 
北海道母子寡婦福祉

連合会 

連携 
母子家庭等電話

相談 

母子家庭や寡婦、父子家庭の皆さんの生活や健

康上の心配ごと、子供の養育、就職問題などの

どさまざまな悩みごとの電話による相談 
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【１-３】子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

子どもたちが個性豊かに生きる力を伸ばすことができるよう、学校教育環境等の整備と

地域の連携の下に、家庭や地域における教育力を総合的に高めます。 

 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
ブックスタート

事業 

絵本を通じて保護者と赤ちゃんの

ふれあいを深めることを目的に絵

本をプレゼントする 

乳児健診などの機会

に赤ちゃんと絵本を

楽しむ機会を作る活

動を推進します。 

教育委員会 

継続 
家庭教育支援 

講座 

就学時健康診断の機会等を利用

し、家庭教育に関する保護者向け

の講座を実施 

人の成長や発達の基

盤となる家庭での役

割を果たす教育力の

向上を推進します。 

教育委員会 

継続 
スクールサポー

トセンター事業 

学校、家庭、地域が一体となった

学校運営をすすめるため、学校と

地域のネットワークづくり・地域

の支援体制の整備 

学校・家庭・地域が一

体となった教育を推

進し、地域の拠点とし

て学校運営を目指し

ます。 

教育委員会 

継続 
ジュニアリーダ

ー研修 

中学生・高校生が他市町村の参加

者と交流、地域課題の解決等を通

じ、地域活動に主体的に参画する

意識の醸成 

体験活動等を通じ、子

どもたちが生きる力

や社会性向上と地域

の若者の中心として、

広く地域活動を実行

できるリーダーを育

成します。 

教育委員会 

継続 

子ども英会話 

教室（放課後子

ども教室） 

英会話の実践をとおしたコミュニ

ケーション能力を養うため、英会

話教室を開催 

英語を通じて外国文

化に親しむ機会を提

供し、国際力を養いま

す。 

教育委員会 

継続 
PTA 連合会活動

推進 

各単位の PTA において家庭教育等

をテーマにした講演会、講座、学

習会等を開催 

各単位PTA会員の教養

や資質の向上を図り

ます。 

教育委員会 

継続 

子どもスポーツ

教室（放課後子

ども教室） 
スポーツを通じて子どもたちの健

全な発達を促し、運動能力・コミ

ュニケーション能力の向上の促進 

スポーツ能力向上の

ほか、元気で明るい積

極的な子どもの育成

と礼儀作法やマナー

など社会性の取得に

努めます。 

教育委員会 

継続 
スポーツ少年団

への支援 
教育委員会 

継続 スポーツ表彰 教育委員会 
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【１-４】子どもの遊び場・居場所づくり 

子どもが放課後等に学年の違う友達と自由に遊んだり、大人たちと交流し人づきあいに

ついて学びながら社会のルールを学ぶことができる場所づくりを整備します。 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 児童公園の充実 
児童公園の遊具等の安全点検を実

施と老朽化した遊具の計画的な更

新 

地域の安全な遊び場

の確保に努めます。 

住民課 

保育所 

継続 

既存施設での児

童館機能（居場

所）の充実 

大人が見守ることができる公共施

設を開放し、放課後の子どもたち

が気兼ねなく集い、安全で遊ぶこ

とができる児童館機能（居場所）

の充実 

 

 ・保健福祉センター 

 ・公民館 

地域において児童に

健全な遊びを与えて、

その健康を増進し、又

は情操を豊かにする

ことに努めます。 

住民課 
教育委員会 

社協 

新規 
子どもの遊び場

整備 

幼児向けの遊具、高学年向けのア

スレチック遊具などの児童公園や

広いスペースがある屋内施設を併

設することで、日常的に遊びや体

験ができる憩いの場の提供 

気候が厳しい真狩村

で、子ども同士、親子

などが通年で集い、遊

び・学ぶことができる

公園施設を検討しま

す。 

住民課 
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【２-１】妊娠・出産からの切れ目ない支援 

妊娠前から産後を通じて母子の健康が確保されるよう、母子保健における健康診査、訪

問指導、保健指導等を充実します。 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
一般・特定不妊

治療費助成事業 

不妊に悩む方の体外受精などにか

かる費用の一部を助成 子どもを持つことが

困難な方の経済的負

担の軽減を図ります。 

住民課 

継続 
不育症治療費助

成事業 

2 回以上の流産などがあり、検査・

治療にかかる費用の一部を助成 
住民課 

継続 妊婦健診 

お母さんとおなかの赤ちゃんの健

康を守り、 安全な出産と健康な赤

ちゃんの出生のため、妊婦一般健

康診査（14 回分）、超音波検査（6

回分）の受診票を交付 

母子ともに健全な状

態で妊娠・分娩できる

妊婦管理に努めます。 
住民課 

継続 
妊婦学級・両親

学級 

妊娠中の健康管理や育児に必要な

知識を中心に、妊婦体操や呼吸法

の実技、栄養指導、新生児の沐浴

の指導など妊娠・出産・育児につ

いて学ぶ 

安心して出産ができ、

産後の育児の不安を

なくすための体と心

の準備のために実施

します。 

住民課 

継続 歯ッピー健診 
妊娠中の健康保持及び適切な口腔

を保つよう歯科健診の機会の提供 

歯周病などによる早

産、低体重児のリスク

の軽減を図ります。 
住民課 

継続 

(再掲) 

乳児家庭全戸訪

問事業（こんに

ちは赤ちゃん） 

生後４か月までの乳児のいる家庭

を訪問し、心身の様子及び養育環

境の把握、育児に対する相談、助

言及び情報提供等を実施する事業 

子育てに関する情報

の提供等相談に応じ

助言その他の援助に

努めます。 

住民課 

継続 

(再掲) 

養育支援訪問 

事業 

子育てに対して不安や孤立感等を

抱える家庭や、様々な原因で養育

支援が必要となっている家庭に対

して保健師等による具体的な養育

に関する指導助言等を訪問により

実施する事業 

保健医療の連携体制

に基づく情報提供及

び関係機関からの連

絡・通告等により個々

の家庭の抱える養育

上の諸問題の解決、軽

減に努めます。 

住民課 

継続 

(再掲) 
赤ちゃん相談 

成長・発達の確認、母親の健康状

態の確認と育児相談、栄養、離乳

食などの相談 
赤ちゃんの発育、栄養

状態、先天的な病気を

含めた健康状態を見

逃さないために実施

します。 

住民課 

継続 

(再掲) 
赤ちゃん健診 

成長・発達にかかる問診、医師診

察、栄養相談、生歯・口腔衛生相

談 
住民課 

基本方針２ 

  父母・保護者が生きがいと 

喜びを実感できる子育て環境をつくる。 
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区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 

(再掲) 
産後ケア事業 

助産師が訪問し、産後の心身の観

察、授乳、育児などについて不安

がある母子への専門的な指導を行

う事業 

お母さんの健康管理

や赤ちゃんの発育な

ど身体的、心理的なケ

アを実施します。 

住民課 

継続 

(再掲) 

離乳食教室・幼

児食教室 

栄養士による離乳食・幼児食のす

すめ方についての講話と調理実演

及び試食 

子どもやその保護者

が食に関する正しい

知識と望ましい食習

慣を身に付けること

ができるよう実施し

ます。 

住民課 

継続 

(再掲) 
予防接種 

Ｂ型肝炎・ＢＣＧ・四種混合・麻

しん風疹・ヒブ・小児肺炎球菌・

水痘・日本脳炎・二種混合のワク

チン接種 

子どものワクチン接

種により疾患から早

期に守られるように

実施します。 

住民課 

継続 

(再掲) 
フッ素塗布 

１歳から小学生までを対象にフッ

化物塗布 

子どもは歯の質が弱

く虫歯になりやすい

ため、効果的な予防と

して実施します。 

住民課 

 

【２-２】仕事と家庭生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 

働く男女や企業が積極的に子育てに取り組んでいけるように、働き方の見直しや企業に

おける子育て支援など仕事と子育ての両立支援に努めます。 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
企業への広報 

活動 

仕事と生活の調和の実現が社会を

持続可能で確かのものにする上で

不可欠であるため、広報活動を通

じた気運の醸成 

啓発チラシや各種セ

ミナー、育児に関する

制度的枠組み促進・支

援策の周知に積極的

に取り組みます。 

住民課 

総務企画課 

継続 

企業への人材育

成・スキルアッ

プ支援 

主体性、自立性をもった人間とし

ての一般的能力の向上をはかるこ

とに重点をおき、企業の業績向上

と従業員の個人的能力の発揮との

統合を支援 

長期的視野に立って

現実に企業に貢献で

きる人材を育成する

ことに取り組みます。 

住民課 

総務企画課 

継続 

労働者の心の健

康保持・メンタ

ルヘルス対策推

進 

労働者の心の健康の保持増進のた

め、事業者が適切かつ有効に実施

すべきメンタルヘルスケア対策 

メンタルヘルス対策

については、職域のみ

の取り組みだけでは

なく、家族を含む地域

で一体的な推進を図

ります。 

住民課 

総務企画課 
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【２-３】経済的な支援の推進 

各種経済的支援制度について、情報提供を実施するほか適正な貸付及び給付の推進をし

ます。 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
乳幼児等医療 

助成 

中学校 3 年生までの児童生徒にか

かる入院・通院医療費の自己負担

分の全額助成 

疾病の早期診断と早

期治療を促進し、乳幼

児等の保健の向上と

福祉の増進に努めま

す。 

住民課 

継続 
重度心身障害者

の医療の助成 

重度心身障害者に医療費の一部を

助成 

重度心身障害者並び

にひとり親家庭等の

母又は父及び児童保

健の向上に資すると

ともに福祉の増進に

努めます。 

 

住民課 

継続 
ひとり親家庭等

の医療費の助成 

ひとり親家庭等の母又は父及び児

童に対し、医療費の一部を助成 

継続 出産育児一時金 

国民健康保険の加入者が出産した

場合（妊娠 12 週以上の死産・流産

を含む。）、世帯主の方に「出産育

児一時金」を支給 

出産に直接要する費

用や出産前後の健診

費用等の出産に要す

べき費用の経済的負

担の軽減に努めます。 

住民課 

継続 未熟児養育医療 

身体の発育が未熟なまま生まれ、

入院を必要とする乳児が、指定医

療機関において入院治療を受ける

場合に、その治療に要する医療費

の一部を助成 

未熟児の健康管理と

健全な育成に努めま

す。 
住民課 

継続 
子育て世帯の利

用者負担額（保

育料）の減免 

令和元年10月から3歳児以上の村

立保育所に入所するすべての子ど

も及び 3 歳児未満の住民税非課税

世帯の保育料が無償になっていま

す。また、3 歳児未満の保育料につ

いては、国の基準を超えて無償ま

たは減額を引き続き実施 

子育て世帯への支援

と経済的な負担軽減

及び定住・移住促進を

図るため実施いたし

ます。 

住民課 
保育所 

継続 
保育所給食費の

無償 

村立保育所に入所する 3 歳児以上

の子どもの給食費を国の基準を超

えて全世帯無償 

住民課 
保育所 

新規 
子育てのための

施設等利用給付 

教育・保育給付認定を受けている

子どもが認可外保育施設などを利

用するときの利用料を国の基準額

まで無償 

子育て世帯への支援

と経済的な負担軽減

を図るため実施いた

します。 

住民課 

継続 児童手当 

家庭における生活の安定に寄与す

るため、中学校 3 年までの子ども

を養育している人に所得に応じて

手当を支給 

次代の社会を担う児

童の健やかな成長に

資するため、児童手当

法に基づき支給しま

す。 

住民課 

継続 児童扶養手当 

父母の離婚などで、父又は母と生

計を同じくしていない児童生徒を

育成される家庭（ひとり親家庭等）

について、子どもを養育している

人に所得に応じて手当を支給 

児童の福祉の増進の

ために児童扶養手当

法に基づき支給しま

す。 

住民課 
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区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
特別児童扶養 
手当 

精神や身体に 1 級または 2 級の障

害のある 20 歳未満の子どもを家

庭で監督、保護している父母など

の養育者の所得に応じて手当を支

給 

精神又は身体に著し

く重度の障害を有す

る者の福祉の増進の

ために、特別児童扶養

手当等の支給に関す

る法律に基づき支給

します。 

住民課 

継続 
障害者（児）施

設通所交通費助

成 

身体・知的・精神障害者（児）等

が施設等への通所に要する交通費

の助成 

経済的負担を軽減し、

もって障害者等の社

会参加の促進を図る

ことに努めます。 

住民課 

継続 
特別支援教育就

学奨励費 
（ことばの教室） 

通常の学級に在学している児童が

言語障害通級指導学級（通称：こ

とばの教室）に通級する交通費を

助成 

ことばの訓練や指導

により児童が持って

いる能力を十分に発

揮できるよう支援に

努めます。 

教育委員会 

継続 
母子家庭等自立 
給付金 

母子・父子家庭の親が、職業に必

要な能力を高めるために講座を受

講したり、資格取得のため２年以

上養成機関で修業する場合に給付

金を支給 

母子家庭の母又は父

子家庭の父の経済的

な自立を支援するた

め北海道との連携に

努めます。 

住民課 

継続 
母子・寡婦福祉

資金貸付金 

母子家庭の母等が、就労や児童の

就学などで資金が必要となったと

きの貸付 

母子家庭の母の経済

的自立を支援すると

ともに生活意欲を促

進し、扶養児童の福祉

の増進のため北海道

との連携に努めます。 

住民課 

継続 
要保護・準要保

護児童支援 

小･中学校の児童生徒で経済的な

理由により、学用品費や給食費な

どの負担が困難な家庭に対しての

援助 

就学が困難な保護者

に対して、必要な援助

を行い、義務教育の円

滑な実施に努めます。 

教育委員会 

継続 通学支援事業 
村内の自宅から他市町村の高等学

校に通学にかかる費用の一部を助

成 

子育て世帯への支援

と経済的な負担軽減

を図るため実施いた

します。 

教育委員会 
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【３-１】子育てを支援する生活環境の整備 

子どもを安心して産み育てる環境づくりには、安全面に考慮した住宅や道路・建築物等、

地域に住む全ての人が快適に暮らせる生活環境の整備に努めます。 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
結婚新生活支援

事業 

夫婦ともに 34 歳以下で婚姻し、一

定の所得以下の世帯における引っ

越しなどの新生活を送るためにか

かる費用の一部を助成 

新生活に対する経済

的支援を行うことに

より、今後の子育てに

かかる負担の軽減を

図ります。 

総務企画課 

継続 
公営住宅建設 

事業 

子育てしやすい住宅・住環境の整

備と子育て世帯への公営住宅等に

関する情報の提供 

子育て世帯に対して

住まいの質を高める

ことにより暮らしや

すく、豊かな住生活の

実現に努めます。 

建設課 

継続 
移住・定住促進

住宅 

小学生以下の子どもがいる世帯な

どを対象とし、村外から移住を希

望する世帯向けの住宅を提供 
総務企画課 

継続 
宅地分譲地の 

造成 

親との近居や３世代同居など、子

育て世帯が希望する宅地・住環境

を提供し、移住促進や住宅建設を

支援 

総務企画課 

継続 
安心安全なまち

づくり 

建築物をはじめ、道路・公園・村

内の公共的施設における段差解消

などのバリアフリー化、子育て世

帯にやさしいトイレ等の整備 

親子で安心して外出

できるまちづくりを

検討します。 

総務企画課 

建設課 

 

【３-２】子どもの安全確保 

学校や地域において子供の安全確保のための取組が行われるよう、警察庁など関係省庁

と連携を図りながら、安全確保に関する様々な施策を推進します 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
安全な道路環境

の整備の促進 

幅が広く段差のない歩道やバリア

フリー対応型信号機等の整備や通

学路等の街路灯整備 

妊婦、子ども、子ども

連れやベビーカーで

の歩行にも安全で安

心できる道路環境の

確保に努めます。 

建設課 

総務企画課 

継続 除排雪事業 
住民生活、社会活動を維持するた

め、車道の除排雪とともに通学路

などの歩道の除雪 

冬期間の通学路等の

子どもたちの安全の

確保に努めます。 
建設課 

基本方針３ 

  地域社会で子どもや子育てを理解と関心を示し、 

積極的に携わり、温かく支える環境をつくる。 
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区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
学童用ヘルメッ

ト配布 

自転車による交通事故被害の軽減

を図るため小学校１年生にヘルメ

ットを配布 
子どものかけがえの

ない命を社会全体で

交通事故から守りま

す。 

総務企画課 

継続 
スクールガード

事業 

入学式の時期などに真狩小学校前

などで通学時の見守りや交通安全

の啓発を実施 
教育委員会 

継続 
こどもを守る

110 番の店 

子どもが不審者から声をかけられ

たりした場合に店などで一時的に

保護 

警察などの関係機関

に通報し、地域で子ど

もを不審者などから

守ります。 

教育委員会 

 

【３-３】子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援 

児童に対する総合的支援に向け、教育・福祉・医療・保健等の関係機関の協力体制の構

築、保護者の育児不安に対する相談体制の整備を図ります。 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 
児童虐待防止対

策の充実 

・村内の関係機関との連携を図り

“真狩おや？おや？安心サポー

トシステム”体制と要保護児童対

策協議会の強化・相談体制の充実 

・児童相談所の専門性や権限を最大

限利用し、適切な援助を受ける 

・妊娠、出産及び育児期に養育支援

を必要とする子どもや妊婦の早

期発見・早期対応 

児童虐待に対する発

生防止、早期発見・

早期対応のために村

内外の関係機関との

ネットワーク体制を

確立します。 

住民課 

保育所 

継続 
社会的養護体制

の充実 

・児童養護施設等の連携により、子

育て短期支援事業の充実 

・地域の関係機関の理解と協力を得

ながら里親の開拓や里親支援に

つながる広報・広聴の展開 

・母子生活支援施設等の積極的な活

用、支援機能の充実など広域利用

の推進 

技術的助言等を行う

専門機関の活用や地

域の子ども・子育ての

支援のため社会的養

護の地域資源の充実

に努める。 

住民課 

保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 

母子家庭及び父

子家庭の自立支

援の推進 

・母子家庭が子育てをしながらよ

り良い条件で就業し、経済的に

自立出来るよう自立の支援 

・父子家庭が子育てを行う日常生

活面での支援が重要であること

と不安定化する雇用の就業の支

援策 

母子家庭等の生活の

安定と安心して暮ら

せる生活環境づくり

を目指します。 

住民課 
教育委員会 

 

ひとり親家庭

等の医療費の

助成 
(再掲) 

ひとり親家庭等の母又は父及び児

童に対し、医療費の一部を助成 

ひとり親家庭等の母

又は父及び児童保健

の向上に資するとと

もに福祉の増進に努

めます。 

住民課 

児童扶養手当 
(再掲) 

父母の離婚などで、父又は母と生

計を同じくしていない児童が育成

される家庭（ひとり親家庭等） 

児童の福祉の増進の

ために児童扶養手当

法に基づき支給しま

す。 

母子家庭等自

立給付金 
(再掲) 

母子・父子家庭の親が、職業に必

要な能力を高めるために講座を受

講したり、資格取得のため２年以

上養成機関で修業する場合に給付

金を支給 

母子家庭の母又は父

子家庭の父の経済的

な自立を支援するた

め北海道との連携に

努めます。 

母子・寡婦福

祉資金貸付金 
(再掲) 

母子家庭の母等が、就労や児童の

就学などで資金が必要となったと

きに、貸付けを受けられる資金 

母子家庭の母の経済

的自立を支援すると

ともに生活意欲を促

進し、扶養児童の福

祉を増進のため北海

道との連携に努めま

す。 

要保護・準要

保護児童支援 
(再掲) 

小･中学校の児童・生徒で経済的な

理由により、学用品費や給食費な

どの負担が困難な家庭に対しての

援助 

就学が困難な保護者

に対して、必要な援

助を行い、義務教育

の円滑な実施に努め

ます。 

教育委員会 
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区分 事業名 事業の概要 今後の方針 担当課 

継続 

障害児など特別

な支援が必要な

子どもの施策の

充実 

・妊婦及び乳幼児に対する健康診

査・学校における健康診断等に

よる障害による疾病の早期発

見、治療の推進 

・身近な地域で安心して生活がで

きるよう自立支援医療（育成医

療）の給付、専門的な医療や療

育の提供 

・早期からの教育相談や就学相談

により本人や保護者に十分な情

報提供と関係者を含めた共通の

理解を深める 

村、教育委員会、学

校等が教育上必要な

支援等について合意

形成を図るとともに

障害児等の特別支援

が必要な子どもの受

け入れを推進する。 

住民課 
教育委員会 

 

特別児童扶養

手当 
(再掲) 

精神や身体に 1 級または 2 級の障

害のある 20 歳未満の子どもを家

庭で監督、保護している父母など

の養育者の所得に応じて手当を支

給 

精神又は身体に著し

く重度の障害を有す

る者の福祉の増進の

ために、特別児童扶

養手当等の支給に関

する法律に基づき支

給します。 

住民課 

障害者（児）

施設通所交通

費助成(再掲) 

身体・知的・精神障害者（児）等

が施設等への通所に要する交通費

を助成する 

経済的負担を軽減

し、もって障害者等

の社会参加の促進を

図ることに努めま

す。 

住民課 

特別支援教育

就学奨励費 
(ことばの教室) 

(再掲) 

通常の学級に在学している児童が

言語障害通級指導学級（通称：こ

とばの教室）に通級する交通費を

助成 

ことばの訓練や指導

により児童が持って

いる能力を十分に発

揮できるよう支援に

努めます。 

教育委員会 
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第４章 事業計画 

１ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域 

(1)提供区域の設定の趣旨 

子ども・子育て支援法により、計画に記載する教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業において「量の見込み」及び「確保方策」を設定する単位として、提供区域を設

定することが規定されています。 

 

(2)提供区域の設定 

身近な地域で希望するサービスを利用しやすい提供体制の確保のため、真狩村全域を

教育・保育提供区域及び地域子ども・子育て支援事業提供区域と設定します。 

 

 

(3)量の見込みと確保方策の考え方 

教育・保育の見込み量については、アンケート結果及び児童の推計人口を勘案して算

出していますが、事業によっては現況と乖離する見込み量となる場合があるため、計画

策定にあたっては、アンケート結果の傾向と現況に近い見込み量に調整し算出していま

す。 

確保方策については、事業の見込み量に応じた提供体制の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

(4)児童の推計人口 

 

     年度 

年齢別 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4 年 令和 5年 令和 6年 

推 
 

計 
 

人 
 

口 

０歳 17 15 13 13 12 12 

１歳 13 16 15 14 13 12 

２歳 21 12 15 16 14 14 

３歳 14 20 12 16 15 15 

４歳 20 13 19 13 16 15 

５歳 19 18 12 17 12 16 

小計 104 94 86 89 82 84 

６歳（小１） 14 17 17 12 16 12 

７歳（小２） 16 12 16 16 12 15 

８歳（小３） 13 14 12 15 16 12 

９歳（小４） 19 11 14 11 15 15 

10 歳（小５） 21 16 12 14 12 15 

11 歳（小６） 21 18 16 12 15 13 

小計 104 88 87 80 86 82 

12 歳 11 19 18 15 13 15 

13 歳 16 10 19 17 16 14 

14 歳 18 14 11 18 18 17 

15 歳 20 18 15 13 17 16 

16 歳 18 20 18 16 14 16 

17 歳 17 18 20 180 16 14 

小計 100 99 101 97 94 92 

総合計 308 人 281 人 274 人 266 人 262 人 258 人 

（※国勢調査のコーホート変化率及び村独自推計により算出） 

 

 

 

 

 

コーホート変化率法 
 「コーホート変化率法」とは、各コーホートについて、過去における実績人口の動

勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法です。 
 今回のように推計するものが比較的近い将来の人口であり、変化率の算出基礎とな

る近い過去に特殊な人口変動がなく、また推計対象となる近い将来にも特殊な人口変

動が予想されない場合は、比較的簡便なこの方法を用いることができます。 
 だだし、各階層年齢人口を変化率で算出するため、本村のように人口が少ない場合 
年度推移で年齢人口の比較には差異が生じます。 
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２ 量の見込みと確保方策 

(1)特定教育・保育施設等 

認定区分（１号認定：３～５歳児で保育の必要性がない子ども、２号認定：３～５歳

児で保育の必要性がある子ども、３号認定：０～２歳児で保育の必要性がある子ども）

に応じた年度ごとの量の見込みと確保方策及び３号認定における保育利用率（年度ごと

の０～２歳児推計人口／３号認定利用定員）は以下のとおりです。 

 

【令和元年度】 

 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 １･２歳 ０歳児 

① 実績(平成 31年 4月 1日) 1 人 50 人 22 人 ― 

② 確保方策 
認定こども園 10 人 60 人 20 人 ― 

認可外保育所 ― 24 人 6 人 ― 

過不足（②－①） ― ― ― ― 

 

 【令和２年度】 

 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 １･２歳 ０歳児 

① 量の見込み 4 人 46 人 22 人 ― 

② 確保方策 
認定こども園 10 人 60 人 20 人 ― 

認可外保育所 ― 24 人 6 人 ― 

過不足（②－①） ― ― ― ― 

 

 【令和３年度】 

 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 １･２歳 ０歳児 

① 量の見込み 2 人 38 人 20 人 ― 

② 確保方策 
認定こども園 10 人 60 人 20 人 ― 

認可外保育所 ― 24 人 6 人 ― 

過不足（②－①） ― ― ― ― 
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【令和４年度】 

 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 １･２歳 ０歳児 

① 量の見込み 2 人 41 人 19 人 ― 

② 確保方策 
認定こども園 10 人 60 人 20 人 ― 

認可外保育所 ― 24 人 6 人 ― 

過不足（②－①） ― ― ― ― 

 

【令和５年度】 

 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 １･２歳 ０歳児 

① 量の見込み 2 人 38 人 18 人 ― 

② 確保方策 
認定こども園 10 人 60 人 20 人 ― 

認可外保育所 ― 24 人 6 人 ― 

過不足（②－①） ― ― ― ― 

 

【令和６年度】 

 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 １･２歳 ０歳児 

① 量の見込み 2 人 41 人 17 人 ― 

② 確保方策 
認定こども園 10 人 60 人 20 人 ― 

認可外保育所 ― 24 人 6 人 ― 

過不足（②－①） ― ― ― ― 

 

 ３号認定における保育利用率 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

０～２歳推計人口 43 人 43 人 43 人 39 人 38 人 

３号認定利用定員 26 人 26 人 26 人 26 人 26 人 

保育利用率 60.5% 60.5% 60.5% 66.7% 68.4% 
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【特定教育・保育施設等の方向性】 

 ≪３歳児以上（１号認定・２号認定）≫ 

 本村において就学前の子どもに対し、施設型給付及び地域型保育給付を実施す

る施設は「認定こども園まっかり保育所」及び「御保内へき地保育所」です。保

護者には３歳以上の幼児教育を強く希望する（１号認定）ニーズはありませんで

したが、平成２８年度よりまっかり保育所は、保育の必要性に欠ける子どもを受

け入れるため、幼稚園機能を備える「保育所型認定こども園」に移行しています。 

≪１・２歳児（３号認定）≫ 

 配偶者の就業率の上昇等により１・２歳児の保育のニーズは増加し、対応は急

務となっています。近年、保育士の確保が困難になってきていますができる限り

の受け入れ体制を整え子育て支援に努めていきます。 

≪０歳児（３号認定）≫ 

 ０歳児保育については、新たな設備や保育士の確保などの課題が多いため、今

後の継続検討とします。 

≪保育所の統合について≫ 

 御保内へき地保育所は、交通条件等に恵まれない地域における農繁期等の時期

に保育を必要とする児童の福祉の増進を図るため、昭和４０年に開設しています。 

 ４月から１１月まで開所していますが、近年、保護者の就労状況の変化により

冬期間も保育の必要性があるため、１２月から認定こども園まっかり保育所を利

用する子どもが増加しています。また、交通条件の変化により開設当時と比較す

ると認定こども園まっかり保育所への通所の負担は軽減されています。 

 このような状況における保護者及び子ども・子育て会議の意見を聞きながら統

合について検討していきます。 
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(2)利用者支援事業 

 子ども及びその保護者等が教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業等の中から適

切のものを選択し、円滑に利用できるよう、身近な場所で支援を行う事業 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 1 箇所 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

確保方策 1 箇所 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用者支援事業の方向性】 

 

 平成２８年度より住民課にて実施していますが、専門職員の配置は困難である

ため保健師等が行っています。 

利用者のニーズを把握し、それに基づき情報の集約・提供、相談、支援等を行

うことにより、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業等を円滑に利用で

きるよう実施するとともに、関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくり

を行いながら地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社

会資源の開発等に努めます。 
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(3)一時預かり事業 

 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、地域子育て支

援拠点等で一時的に預かり、必要な保育を行う事業 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

真狩村地域子育て

支援センター 
1 箇所 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

認定こども園 

まっかり保育所 
1 箇所 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 207 人 189 人 196 人 180 人 185 人 

② 確保方策 1,200 人 1,200 人 1,200 人 1,200 人 1,200 人 

 

真狩村地域子育て 

支援センター 
240 人 240 人 240 人 240 人 240 人 

認定こども園 

まっかり保育所 
960 人 960 人 960 人 960 人 960 人 

過不足（②－①） ― ― ― ― ― 

 

 ※認定こども園まっかり保育所では定員を超えない範囲で一時預かり事業を実施 

   （支援センター：1人/日 ＋ 保育所：4人/日）×20 日×12月 ＝ 1,200 人 

 

 

 

 

 

 

【一時預かり事業の方向性】 

 

 真狩村地域子育て支援センター（ゆうゆう）及び認定こども園まっかり保育所で

実施しています。保育士等の確保は困難でありますが、真狩村地域子育て支援セン

ターの利用時間については１時間早めて午前９時からとし、保護者の利便性の向上

に努めています。 
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(4)放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

放課後児童健全育成事業は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学し

ている児童に対し、授業の終了後に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供

して、その健全な育成を図る事業 

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 30 人 33 人 30 人 31 人 28 人 

 

 １年生 12 人 12 人 8 人 11 人 8 人 

 ２年生 7 人 10 人 10 人 7 人 9 人 

 ３年生 7 人 6 人 8 人 8 人 6 人 

 ４年生 2 人 3 人 2 人 3 人 3 人 

 ５年生 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

６年生 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

② 確保方策 35 人 35 人 35 人 35 人 35 人 

 
真狩村放課後 

児童クラブ 
1 箇所 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

過不足（②－①） ― ― ― ― ― 

※利用者推計総数は、平成 28 年度から平成 30年度までの利用率をもとに各年度の対象児童数から算出 

 

 

 

 

【放課後児童健全育成事業の方向性】 
 

  １年生から４年生までを１支援単位として真狩村放課後児童クラブ（おひさまクラ

ブ）を開設しています。全学年を１支援単位とすると、低学年と高学年の体格差や活

動範囲・運動能力の違いや遊びの嗜好など大きく開きがあり、お互いの安全性などに

問題が生じる恐れがあります。 

保健福祉センターの児童館機能を利用し、放課後等に児童が自由に利用できる“遊

び場・居場所”として開放していますが、少年団活動等を行っていなく、保護者が昼

間家庭にいない５年生以上のニーズがあるため、安全で楽しい空間、場所の確保によ

り受け入れを検討します。 
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(5)地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供等の支援を行う事業 

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 1,338 人回 1,290 人回 1,308 人回 1,194 人回 1,188 人回 

② 確保方策 1 箇所 1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）の方向性】 
 

  子育て親子の交流等を促進する地域子育て支援拠点として、真狩村地域子育て支

援センター（ゆうゆう）を設置しています。地域の子育て支援機能の充実を図り、

子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援します。 

また、子育てサークルとボランティアの育成のための企画・事業を開催するとと

もに、地域の保育資源の情報提供及び連携・協力体制の構築に努めていきます。 
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(6)妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、

健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中

に必要に応じた医学的検査を実施する事業  

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 
15 人 

210 回 

13 人 

182 回 

13 人 

182 回 

12 人 

168 回 

12 人 

168 回 

② 確保方策 

実施場所：道内の契約医療機関・助産所 

検査項目：問診・診察・体重・血圧測定、尿検査・血液型・貧血・ 

血糖・Ｃ型肝炎、Ｂ型肝炎・梅毒・風疹・ＨＩＶ抗体・ 

ＨＴＬＶ－Ⅰ抗体・トキソプラズマ・子宮頸がん検査・ 

性器クラミジア・細菌性膣症・ノンストレス検査・ 

超音波検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【妊婦に対する健康診査の方向性】 
 

  妊婦の健康状態やお腹の赤ちゃんの発育などを身体測定や血液・血圧・尿などの

妊婦健診を受けることで、病気などの早期発見、早期治療に努めます。 

  妊婦健診の回数は妊婦の身体状況、胎児の発育状況によって異なりますが、妊娠

期間中に概ね１４回実施します。 
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(7)乳児家庭全戸訪問事業 

 生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供、

養育環境などの把握を行う事業 

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 15 人 13 人 13 人 12 人 12 人 

② 確保方策    実施期間：真狩村役場住民課  保健師２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【乳児家庭全戸訪問事業の方向性】 
 

 育児等に関する様々な不安や悩みを聞き、相談に応じるほか子育て支援に関する

情報提供等と親子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な

家庭に対し適切なサービス提供につなげます。また、訪問結果により支援が必要と

判断された家庭については、関係者によるケース会議等を行い、養育支援訪問事業

をはじめとした適切なサービスの提供に努めます。 
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(8)養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅に訪問し、養育に関する指導・助言等を

行うことにより適切な養育の確保を実施する事業 

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

② 確保方策 実施期間：真狩村役場住民課  保健師２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【養育支援訪問事業の方向性】 
 

乳児家庭全戸訪問事業の実施結果等により、特に養育支援を必要とする若年の妊

婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠など、妊娠期からの継続的な支援を特に

必要とする家庭、出産後間もない時期（おおむね１年程度）の養育者が、育児スト

レス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安

や孤立感等を抱える家庭、食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にあ

り、虐待の恐れやそのリスクを抱えると認められる家庭については専門的な支援を

実施します。 
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(9)子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

 保護者の疾病などの理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た児童について、児童養護施設等に入所し、短期入所生活援助事業（ショートステイ事

業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）により必要な保護を行う事業 

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

② 確保方策 ― ― ― ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育て短期支援事業の方向性】 

 
子育て短期支援事業については、潜在的なニーズがあると思われます。 

村内に児童養護施設等がなく誘致等も困難であるため、近隣町村にある適切な養

育・保護ができる施設等との委託により、児童及びその家庭の福祉の向上を図るこ

とに努めていきます。 
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(10)子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

 乳幼児や小学生の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かりなどの

援助を受けることを希望する人（依頼会員）と援助を行うことを希望する人（協力会員）

との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業 

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 252 人日 252 人日 252 人日 252 人日 252 人日 

② 確保方策 ― ― ― ― ― 

過不足（②―①） ▲252 人日 ▲252 人日 ▲252 人日 ▲252 人日 ▲252 人日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援助を受けたい会員 

（依頼会員） 

援助を行いたい会員 

（協力会員） 

サポートセンター 

≪相互援助組織≫ 

 アドバイザー 

[連絡・調整] 

援助活動 

報酬支払 

援助の打診 援助の申込み 
登録 登録 

【子育て援助活動支援事業の方向性】 

 
子どもが病気になったときなどに利用する保護者の潜在的なニーズがあります。

地域の中で子育てを支援していくネットワークの構築、相互協力と信頼関係に基づ

く事業の取り組みが必要となっているといえます。今後、事業の委託などを含めて

体制の整備を図ることに努めます。 
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(11)延長保育事業（時間外保育事業） 

 保育認定（２号認定・３号認定）を受けている子どもについて、通常の利用日並びに利

用時間以外の日及び時間において保育所で保育を行う事業 

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

② 確保方策 

実人数 ― ― ― ― ― 

施設数 ― ― ― ― ― 

過不足（②―①） ▲2人 ▲2人 ▲2人 ▲2人 ▲2人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【延長保育事業（時間外保育事業）の方向性】 

 
 認定こども園まっかり保育所では、平成２８年度より保育標準時間（１１時間）

となる午前７時３０分から午後６時３０分まで保育を実施しています。延長保育に

ついては保護者のニーズを十分に検討しながら、開所時間の延長について保育士の

確保を含めた体制整備を図ることに努めます。 
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(12)病児保育事業 

病気及び病気の回復期にあたるため集団保育の困難な児童を一時的に保育し、保護者

の子育てと就労の両立を支援する事業 

≪国の開設基準≫ 

類型 対象 開設要件 

病児 

対応型 

病気の回復期に至らない場

合で集団保育が困難であり、当

面の症状の急変が認められな

い場合 

・看護師、保健師又は助産師を10人につき1

名以上、保育士を3人につき1名以上配置 

・病院、診療所、保育所等に付設された専

用スペース又は専用施設 

病後児 

対応型 

病気の回復期であり、かつ、

集団保育が困難な期間 

・看護師、保健師又は助産師を10人につき1

名以上、保育士を3人につき1名以上配置 

・病院、診療所、保育所等に付設された専

用スペース又は専用施設 

体調不良

児対応型 

保育中に微熱を出すなど体

調不良となった児童で、緊急的

な対応を必要とする児童 

・看護師、保健師又は助産師を1名以上配置 

・体調不良児の人数は看護師等 1 名に対し

2 名程度 

非施設型

(訪問型) 

回復期に至らない場合、または

回復期でありかつ集団保育が

困難な期間 

・当該児童の自宅において一時的に保育 

・預かりは一定の研修を修了した看護師等、

保育士家庭的保育者１名に対して１名程

度 

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 144 人 144 人 144 人 144 人 144 人 

②
確
保
方
策 

病児・病後児対応型 ― ― ― ― ― 

体調不良児対応型 ― ― ― ― ― 

非施設型(訪問型) ― ― ― ― ― 

過不足（②―①） ▲144 人 ▲144 人 ▲144 人 ▲144 人 ▲144 人 

 

 

 

【病児保育事業の方向性】 

 
 就労する保護者にとって病児保育事業のニーズ量は高いものになっています。し

かし、本村の保育施設において設備基準等の要件を満たす病児・病後児保育を開設

することはコストや人材確保からも困難であります。 

 近隣町村や医療機関と協議を進め、広域的な対策を検討する必要があります。 
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３ 教育・保育事業の推進 

(1)教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の連携 

本村における教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の実施

にあたっては、事業間での課題や情報の共有を図りながら子育て支援の

最適化に努めます。  

(2)幼児教育・保育の無償化 

令和元年１０月１日より認定こども園などを利用する３歳児以上のす

べての子ども及び住民税非課税世帯の３歳児未満の子どもを対象に幼児

教育・保育の無償化が実施されています。  

本村の施策として、村内の保育所を利用する３歳児未満の保育料につ

いては国で定める基準額から減免、３歳児以上の給食費については国で

定める基準を超えてすべての子どもを無償とし、子育て世帯における経

済的負担の軽減を図っています。  

  また、子育てのための施設等利用給付が新設され、認可外保育所等を

利 用 す る 子 ど も の 保 育 料 等 に つ い て は 月 額 の 上 限 額 の 範 囲 内 ま で 無 償

となっています。  

さらに、３歳児から５歳児までの障害のある子どもが利用する児童発

達支援などの利用者負担も全額無償となっています。  

(3)放課後対策の推進 

放課後児童クラブについては、村内２小学校の１年生から４年生まで

を１支援単位として開設し、定員は３５人となっています。今後につい

ては、６年生までの利用を検討しています。  

また、学習、体験活動などを行う放課後子ども教室については、子ど

も英会話教室などはこの趣旨に基づき実施していますが、放課後児童ク

ラブの所管である住民課と放課後子ども教室の所管である教育委員会が

連携し、保護者や地域住民の参画を得ながら子どもの放課後の活動の場

の提供に努めます。  

(4)保育士の確保及び保育の質の向上 

  保 育 ニ ー ズ の 増加 等 に よ り 本 村 に おい て も 保 育 士 の 確 保が 困 難 にな

ってきています。国が実施している子育て安心プラン等の活用により潜

在保育士の就労等の支援に努めます。また、保育所等が実施する保育の

質の維持・向上のための研修の支援に努めます。  
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第５章 計画の推進体制 

１ 計画の推進 

本計画では、幼児期の特定教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の見込み、提供

体制の確保の内容及びその時期などを策定しました。 

次代を担う子ども自身から高齢者まで、全世代で子育て支援を担う参加意識の高揚を

図るとともに、関係機関が一体となり子育て支援を推進します。 

 

 

 

２ 計画の進行管理 

 本計画の進行管理については、「真狩村子ども・子育て会議」や関係機関において、計

画に基づく施策の進捗状況や計画全体の成果について評価していきます。 

 また、計画に定める量の見込みなどが大幅に変動する場合は、必要に応じて計画の一

部見直しを行います。 
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資料編 アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


